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１�　原子燃料サイクル施設、東通原子
力発電所及びリサイクル燃料備蓄	
センター

⑴安全協定（原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイクル燃料備蓄センター）
　原子力施設の安全確保については、事業者が責任をもって安全対策に取り組むとともに、
法令に基づいて安全規制を行っている国がその役割を果たしていくことが基本です。
　一方、県としても、県民の安全を守るという立場から、原子燃料サイクル施設、東通原
子力発電所及びリサイクル燃料備蓄センターについて、地元の六ヶ所村、東通村及びむつ
市とともに事業者の日本原燃㈱、東北電力㈱及びリサイクル燃料貯蔵㈱と安全協定（事業
者が遵守すべきことなどを取り決めたもの）を締結して、施設への立入調査や環境の監視
を行っています。

安全協定の主な内容

○　安全確保・環境保全
　事業者は、放射性物質等により周辺地域に被害を及ぼすことのないよう万全の措置を講ずる。
○　情報公開
　事業者は積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努める。
○　施設の増設等の事前了解
　�事業者は、施設の増設等をしようとするときは、事前に県及び村又は市の了解を得なけれ
ばならない。
○　放射性物質の放出管理
　事業者は、管理目標値により放射性物質の放出管理を行う。
○　輸送計画等の事前連絡
　事業者は、使用済燃料等の輸送計画等を事前に県及び村又は市に連絡する。
○　環境放射線等の測定
　県と事業者は計画に基づいて環境放射線と温排水等の測定を行う。
○　平常時の報告
　事業者は、施設の運転状況などを県及び村又は市に定期的に報告する。
○　異常時の連絡
　事業者は、施設に異常事態が発生したときは直ちに県及び村又は市に連絡する。
○　立入調査
　県及び村又は市は施設への立入調査を行うことができる。
○　措置の要求
　�県及び村又は市は安全確保上必要と認めるとき、施設の運転停止等を事業者に求め、事業
者はこれに従う。
○　風評被害の措置
　事業者は、風評被害が発生した場合、補償等万全の措置を講ずる。
○　防災対策
　事業者は、防災体制の充実・強化に努める。
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（資料10　六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　１15頁参照）
（資料11　�六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則　１20

頁参照）
（資料12　六ヶ所ウラン濃縮工場隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　１23頁参照）
（資料13　�六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　126

頁参照）
（資料14　�六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用

に関する細則　１31頁参照）
（資料15　�六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　１34頁

参照）
（資料16　�六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書

１37頁参照）
（資料17　六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の
　　　　　運用に関する細則　１42頁参照）
（資料18　�六ヶ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　１45

頁参照）
（資料19　�六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料

等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　１48頁参照）
（資料20　�六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料

等の取扱いに当たっての周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則　１54
頁参照）

（資料21　�六ヶ所再処理工場における使用済燃料の受入れ及び貯蔵並びにアクティブ試験に伴う使用済燃料
等の取扱いに当たっての隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　１58頁参照）

（資料23　覚書　１63頁参照）
（資料30　風評による被害対策に関する確認書　１70頁参照）
（資料31　風評による被害対策に関する確認書の一部を変更する覚書　１72頁参照）
（資料32　東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　１75頁参照）
（資料33　�東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則　１80頁参

照）
（資料34　東通原子力発電所隣接市町村住民の安全確保等に関する協定書　１84頁参照）
（資料35　東北電力株式会社東通原子力発電所に係る野辺地町民の安全確保等に関する協定書　187頁参照）
（資料38　リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書　194頁参照）
（資料39　�リサイクル燃料備蓄センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定の運用に関する細則

199頁参照）
（資料40　リサイクル燃料備蓄センター隣接町村住民の安全確保等に関する協定書　202頁参照）
（資料41　覚書　205頁参照）

＜安全協定のしくみ＞

県・立地市村県・立地市村

地　　域　　住　　民地　　域　　住　　民

事業者事業者
○安全確保
○放射性物質の放出管理
○環境放射線等の測定
○風評被害に対する補償
○防災対策の充実強化

○輸送計画の事前連絡
○平常時の報告
○異常時の連絡

○報告、連絡内容、立入調査結果の公表 ○環境放射線等の測定結果の公表 ○情報公開

○施設の増設等の事前了解
○施設への立入調査
○運転停止等の措置要求

○環境放射線等の測定
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⑵環境放射線モニタリング
　県は、「原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング構想、実施計画及び実
施要領」に基づき、平成元年４月から原子燃料サイクル施設周辺の環境放射線等の監視測
定（モニタリング）、「東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング基本計画、実施計
画及び実施要領」に基づき、平成15年４月から東通原子力発電所周辺の環境放射線の監視
測定を行っています。
　また、「リサイクル燃料備蓄センターに係る環境放射線モニタリング実施計画及び実施
要領」に基づき、平成20年４月からリサイクル燃料備蓄センター周辺の環境放射線の事前
調査として、令和６年９月からは本調査として監視測定を行っています。
　測定局を施設の周辺に設置して、周辺の放射線レベルを連続的に監視し、また、水・表
土のほか農畜産物や海産物等の環境試料を定期的に採取して、その放射能濃度等を分析・
測定しています。
　これらの測定は、県のモニタリング計画に基づき事業者も実施しています。県と事業者
が測定した空間放射線と放射能等のデータは、県が設置した「原子力施設環境放射線等監
視評価会議」（監視評価会議）において、評価・確認されます。
　監視評価会議で評価されたデータは、広報誌「原子力環境だよりモニタリングつうしん
あおもり」等により公表しています。

　（資料43　青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議設置要綱　208頁参照）

環境放射線等監視

　環境放射線等監視の目的は、空間放射線及び環境試料中の放射能等の測定を行い、環境
における原子力施設起因の放射線による周辺住民等の線量が年線量限度（１ミリシーベル
ト）を十分下回っていることを確認することにあり、監視の対象地域は、六ヶ所村、東通
村、むつ市及びその周辺の三沢市、野辺地町、横浜町、東北町となっています。

環境放射線監視の概要

◇原子燃料サイクル施設に係るモニタリング
空　間　放　射　線 環境試料中の放射能等

空間放射線量率 13　地点
大気浮遊じん、大気、降下物、雨水、陸水、
陸土、農畜産物、指標生物、淡水産食品、
海水、海底土、海産食品

1,661検体
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◇東通原子力発電所に係るモニタリング
空　間　放　射　線 環境試料中の放射能

空間放射線量率 57　地点
大気浮遊じん、降下物、陸水、表土、農畜
産物、指標生物、海水、海底土、海産食品

346検体

◇リサイクル燃料備蓄センターに係るモニタリング
空　間　放　射　線 環境試料中の放射能

空間放射線量率 ２　地点 表土、松葉 ９検体

①　空間放射線
　原子力施設から環境への影響があった場合、すみやかに検知することを目的として、測
定局を設置し、空間放射線量率などの測定を行っています。
　空間放射線量率などの測定結果は、環境放射線テレメータシステムにより、原子力セン
ターに伝送され、そのデータは立地・周辺市町村及び県庁等の表示装置やインターネット
により公開され、放射線レベル等が一目でわかるようになっています。
 （図１　空間放射線等の測定地点図　30 ～32頁参照）

②　環境試料中の放射能等
　原子力施設から放出される放射性物質等の環境への影響の推定、評価や環境における蓄
積状況の把握を目的として、牛乳や精米などの農畜産物、ヒラメ、コンブなどの海産食品
をはじめ、海水、海底土、陸水、陸土、大気浮遊じんなど年間約30種類、約2,000検体の
試料について放射能等の分析を行っています。
　これらの環境試料は、定期的に採取し、乾燥、灰化などの前処理を行った後、ゲルマニ
ウム（Ｇe）半導体検出器などの測定装置を用いて放射能等を測定しています。

 （表１　環境試料の採取時期　33頁参照）

 （図２　環境試料の採取地点図　34 ～36頁参照）

測定局 表示装置（県庁）
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弥栄平

測定地点

「緊急事態が発生し
た場合への平常時か
らの備え」を目的と
した測定地点

有戸

淋代

谷地頭

新納屋
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図１－２　東通原子力発電所に係る空間放射線等の測定地点図

測定地点

「緊急事態が発生した場合への
平常時からの備え」を
目的とした測定地点

新納屋
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（ふれあいの館）

上田代

猿ヶ森

野牛

古野牛川
袰部 尻労

尻屋

一里小屋
大曲 上田屋

（東通ＯＦＣ）斗南丘

向野

鹿橋
大利

椛山
美付

烏沢

兎沢

関根橋

袰川

角違

城ヶ沢

桜木町

大湊上町 港町
大平

関根

むつ市役所
越葉

弥栄平
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図１－３　リサイクル燃料備蓄センターに係る空間放射線等のモニタリング地点図

測定地点
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◇原子燃料サイクル施設に係るモニタリング

試 料 の 種 類 頻　　　度 試 料 の 種 類 頻　　　度

陸　
　
　

上　
　
　

試　
　
　

料

大 気 浮 遊 じ ん 年４回

陸　
　

上　
　

試　
　

料

牛　　　　　　　　乳 年２～４回

大　気

気体状・粒子状
ヨウ素 週１回

ハクサイ、ダイコン、
ナガイモ、キャベツ、
バレイショ、精米

年１回

水蒸気 毎月 牧　　　　　　　　草 年２回

フッ素 年４回 デ ン ト コ ー ン 年１回

降 下 物 ・ 雨 水 毎月 　指 標 生 物（松　葉 ） 年２回

河　　　川　　　水 年１回 ワ　　カ　　サ　　ギ
年１回

湖　　　沼　　　水 年２～４回 シ　　　ジ　　　ミ

水　　　道　　　水
年４回 海　

洋　

試　

料

海　　　　　　　　水 年２～４回

井　　　戸　　　水 海　　　底　　　土 年１回

河　　　底　　　土 年１回 ヒラメ、コンブ、
イカ、ヒラツメガニ、
ウニ、ホタテ、アワビ

年１～２回
湖　　　底　　　土 年１回

表　　　　　　　　土 年１回
指標生物
　ムラサキイガイ
　チ　ガ　イ　ソ

年１～２回

※令和７年３月改訂

◇東通原子力発電所に係るモニタリング

試 料 の 種 類 頻　　　度 試 料 の 種 類 頻　　　度

陸　
　
　

上　
　
　

試　
　
　

料

大 気 浮 遊 じ ん 毎月 陸
上
試
料

牛　　　　　　　　肉 年１回

降　　　下　　　物 毎月 　指 標 生 物（松　葉 ） 年２回

河　　　川　　　水 年２回

海　
　

洋　
　

試　
　

料

海 　 　 　 　 　 水 年２～４回

水　　　道　　　水 年４回 海　　　底　　　土 年１回

井　　　戸　　　水 年２回
ヒラメ、カレイ、アイ
ナメ、ウスメバル、コ
ウナゴ、コンブ、タコ、
ウニ、ホタテ、アワビ

年１回
表　　　　　　　　土 年１回

バレイショ、ダイコン、
ハクサイ、アブラナ、
キャベツ、精米

年１回

牛　　　　　　　　乳 年４回 指標生物
　ムラサキイガイ
　チ　ガ　イ　ソ

年１～２回
牧　　　　　　　　草 年１～２回

※令和７年３月改訂

◇リサイクル燃料備蓄センターに係るモニタリング

試 料 の 種 類 頻　　　度

陸
上
試
料

表　　　　　　　　土 年１回

　指 標 生 物（松　葉 ） 年２回

※令和７年３月改訂

表１　環境試料の採取時期

（ （

（ （
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向平

睦栄

横浜町前面海域

大気浮遊じん
大気（ヨウ素）
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むつ市陸奥湾側海域
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図２－３　リサイクル燃料備蓄センターに係る環境試料のモニタリング地点図
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２　旧原子力船「むつ」関連施設
⑴安全協定
　県、むつ市及び県漁業協同組合連合会の地元三者は、原子力船「むつ」の解役に当たり、
周辺地域の環境保全及び住民の安全確保等を図る目的で、日本原子力研究所（現　国立研
究開発法人日本原子力研究開発機構）と平成４年５月22日、「日本原子力研究所むつ事業
所の周辺地域の環境保全及び住民の安全確保等に関する協定書」（安全協定）を締結して
います。

 （資料44　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの周辺地域の環境保全及び住民
の安全確保等に関する協定書　210頁参照）

 （資料45　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターの周辺地域の環境保全及び住民
の安全確保等に関する協定書の運用に関する細則　214頁参照）

⑵監視協定
　県、むつ市及び県漁業協同組合連合会の地元三者は、住民の健康を保護し、環境を保全
する目的で、日本原子力研究所（現　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）と平成
４年５月22日、「日本原子力研究所むつ事業所に係る放射能の監視に関する協定書」（監視
協定）を締結しています。

 （資料46　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに係る放射能の監視に関する協
定書　216頁参照）

 （資料47　�国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに係る放射能の監視に関する協定
書の運用に関する細則　218頁参照）
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⑶環境モニタリング
　県、むつ市及び県漁業協同組合連合会の地元三者は、監視計画に基づき、旧原子力船
「むつ」関連施設に係る放射能監視を実施しています。
　定期的に旧原子力船「むつ」関連施設等に立入調査を実施し安全の確認を行うほか、液
体放射性廃棄物の放出の都度、環境試料中の放射能分析を行い、その結果は青森県原子力
施設環境放射線等監視評価会議において、確認・公表されています。

監　視　項　目 地　　点 頻　　度 時　　期 図 番 号

固体廃棄物

定　　期 国立研究開発
法人日本原子力
研究開発機構
青森研究開発
セ ン タ ー

年２回 ８月、２月

そ の 他 作業に応じて随時

環境試料の
核 種 分 析
　　　60Co
　　　137Cs

放 出 水
放　出　口

放出の都度
①

取　水　口 ②

 （図１　関根浜地区環境放射線等測定地点図　39頁参照）

（ ）

※平成19年４月１日付けで組織改正され、独立行政法人日本原子力研究開発機構むつ事業所は
　独立行政法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所に名称変更された。
※�平成27年４月１日付けで組織改正され、独立行政法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所は、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所に名称変更された。

※�平成28年４月１日付けで組織改正され、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所
は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターに名称変更された。
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３　環境放射能水準調査
　県内における環境放射能の水準を把握するため、昭和36年から国の委託により環境放射
能水準調査として、空間放射線の測定や環境試料中の放射能分析を行っており、調査結果
は、国がホームページ等で公表しています。

①　空間放射線
　�　モニタリングポストにより県内９地点において空間放射線量率を連続して測定してい
ます。測定結果については、国がオンラインで全国の測定結果を一元的に収集し、公表
しています。

②　環境試料中の放射能
　�　定時降水中の全ベータ放射能測定や、降下物（雨水・ちり）、大気浮遊じん、上水（蛇
口水）、牛乳、野菜、精米、土壌、海水、海底土、魚類、貝類、海藻類の年間34検体の
試料について放射能分析を行っています。

環境放射能水準調査の内容

測定項目 地点数又は検体数 頻度

空間放射線 空間放射線量率 モニタリングポスト ９地点 連続

環境試料中
の放射能

全ベータ放射能 定時降水
121検体

（令和６年度実績）
降雨ごと

（午前９時頃採取）

　　核種分析
　（137Cs, 131I等）
放射化学分析※

（90Sr）

降下物（雨水・ちり） 12検体 毎月

大気浮遊じん ４検体 ３か月ごと

上水（蛇口水）、牛乳、
野菜、精米、土壌、海水、
海底土、魚類、貝類、海
藻類

18検体 年１回

※　放射化学分析は、県が送付した試料について、公益財団法人日本分析センターが実施しています。
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測定項目 測定地点 番号

空間放射線量率
（モニタリング
　ポスト）

青森市 ①
弘前市 ②
八戸市 ③
五所川原市 ④
十和田市 ⑤
むつ市川内町 ⑥
深浦町 ⑦
外ヶ浜町 ⑧
三戸町 ⑨

測定項目 採取地点 番号
全ベータ放射能 定時降水 青森市 Ａ

核種分析
　（137Cs,131I等）

放射化学分析
（90Sr）

降下物 青森市 Ａ
大気浮遊じん 青森市 Ａ
上水（蛇口水） 青森市 Ｂ
牛乳（原乳） 青森市 Ｃ

野菜 キャベツ 平川市 Ｄ
ジャガイモ 五所川原市 E

精米 弘前市 Ｆ
土壌（0－5㎝, 5－20㎝） 青森市、五所川原市 ＧＨ
海水 平内町、深浦町 ＩＪ
海底土 平内町、深浦町 ＩＪ
魚類 カレイ 今別町 Ｋ

貝類 ホタテ 平内町 Ｉ
ムラサキイガイ 深浦町 Ｌ

海藻類 ワカメ 深浦町、今別町 ＪＫ

環境放射能水準調査　地点図

　(空間放射線) (環境試料中の放射能)
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　青森県は、平成２年に青森県環境保健センター（放射能部）及び六ヶ所放射線監視局を
設置し、県内の原子力施設に係る環境放射線等の調査並びに監視等を行ってきました。
　その後、新たな原子力施設の立地が進め
られたことから、これに対応して監視体制
等の拡充を図るため、平成15年４月、上記
両施設の機能を再編成し、六ヶ所村に青森
県原子力センターを設置しました。
　原子力センターでは、原子力施設周辺地
域における環境放射線の監視や安全協定に
基づく施設への立入調査などを行うほか、
原子力災害発生時には、緊急時環境放射線
モニタリングの拠点となります。

４　青森県原子力センター

《主な事務》
　１　環境放射線等の監視に関すること
　２　立地した原子力施設の安全性に関すること

原子力発電所等への立入調査、
関係機関との連絡調整など

庁舎管理に関すること

環境放射線の常時監視、原子力
施設への立入調査など

（青森県衛生研究所内）
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